
議案第7 0号

令和7年度川崎市一般会計補正予算についての市長の専決処分の承認に

ついて

地方自治法第17 9条第1項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、

承認を求める。

令和8年2月12日提出

川崎市長福田紀彦



専決処分書

地方自治法第179条第1項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分する。

令和8年1月23日

川崎市長福田紀彦

令和7年度川崎市一般会計補正予算

令和7年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正）

第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ189, 838千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ909, 565, 008千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び自該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。



第1表 歳入歳出

歳入

款
項

    
18 県支出金

   3委託金

  歳入合計

歳 出

款

項
   2総務費    6選挙費

  歳出合計

予 算 補

正

補正前の額    補正額
計

千円

45, 767, 287

千円

189, 838

千円

45, 957,125

4, 750, 288 189, 838 4, 940,126

909, 375,170 189, 838 909, 565, 008

補正前の額    補正額

計

千円

66, 577,132

千円

189, 838

千円

66, 766, 970

1,500, 009 189, 838 1,689, 847

909, 375,170 189, 838 909, 565, 008


